
当院は保険医療機関の指定を受けています 

 

 

当院で届出を行っている施設基準は以下の通りです 

・ 外来感染対策向上加算  

・ 医療ＤＸ推進体制整備加算  

・ 短期滞在手術等基本料１  

・ がん性疼痛緩和指導管理料  

・ がん患者指導管理料  

・ 補聴器適合検査 

・ レーザー機器加算 

・ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ｉ）  

・ 酸素の購入単価 

 

 

明細書発行体制等加算について  

当院では、医療の透明性や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の

発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。また、公

費負担等医療の受給者で医療費の自己負担のない方につきましても、明細書を無料で発行

しています。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるも

のですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方へ

の発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にてそ

の旨をお申し出ください。 

 

 

医療 DX 推進体制整備加算について  

当院はオンライン資格確認により取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を整

えています。 

また、電子処方箋および診療情報共有サービスの導入により、質の高い診療を実施するため

の十分な情報を取得・活用して診療を行っています。  

 

 

医療情報取得加算について  

当院ではオンライン資格確認を導入しております。 今後はマイナンバーカード利用の拡大

に伴い,医療機関同士の連携による適切な医療や薬剤の重複防止・相互作用の確認等を推進

することで,より安全で質の高い医療を提供できるよう努めて参ります。  



 

 

長期処方・リフィル処方箋について  

当院では患者様の状態に応じ 28 日以上の長期処方を行うこと、リフィル処方箋を発行す

ることが可能です。なお長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて医

師が判断します。投与量に限度が定められている医薬品や、体調変化を考慮しリフィル処方

箋の有効期間内であっても、薬剤師は調剤を行わず患者に受診を勧め、当院へ情報提供する

場合があります。  

 

 

一般名での処方について  

後発医薬品があるお薬については、患者様へ説明の上、商品名ではなく一般名（有効成分 の

名称）で処方する場合があります。一般名処方とは、お薬の有効成分をそのままお薬名 と

して処方することで、調剤薬局において「先発医薬品」「後発医薬品（ジェネリック医薬品）」

のどちらでも選ぶことができます。薬の選択をする際には、調剤薬局の薬剤師さんの説明を

受け、ご相談してください。「薬の安定供給」や「後発医薬品の使用促進」のため、国の政

策として推進されていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。  

※後発医薬品とは 

先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。 

 

 

長期収載品の選定療養について 

令和 6 年 10 月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処

方した場合は、後発医療品との差額の一部（後発品最高価格帯の差額の 4 分の 1 の金額）

が選定療養として、患者さんの自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、公費

も適応にはなりません。選定療養は薬局でのお支払いとなります。 

先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要り

ません。 

※長期収載品とは 

後発品のある先発医薬品で後発品収載から 5 年経過しているものや、後発品置き換え率が

50%以上のものなど要件にあった品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページ

で公表されています。 

※選定療養とは 

保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の一つで保険外診療に

あたります。子育て支援等公費を使用している方も、別途料金が発生します。 

 



 

外来感染対策向上加算について 

当院では発熱その他感染症を疑わせるような症状のある方に対し、受診歴の有無に関わら

ず対応をしております。 

 

当院における感染対策 

• 院内に入られる前、風除室にサーモグラフィを設置しております。発熱があった方、

サーモグラフィで体温上昇を認めた方は、受付の際にお知らせください。マスクを

着用していただき、院内へご案内いたします。発熱の患者様は、周囲の感染状況に

応じて、別室、あるいは、自家用車内でご待機していただくこともございますので、

ご了承ください。そのほか、熱っぽい、倦怠感がある、咳が出る、などの自覚症状

がある方は、受付でお伝えください。詳しい症状を伺った上で、ご案内いたします。 

• 風除室にアルコール消毒を設置しております。院内にお入りいただく時は、必ず手

指消毒をお願いいたします。 

• 適時、院内手指接触箇所（ドアノブ・手すり・医療機器）のアルコール清拭、すべ

ての窓、火災時の煙放出用の窓も含め、換気を実施しております。 

• 院内の複数個所にアルコール消毒液を設置しております。ご自由にお使いください。 

 


